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Ⅰ．はじめに

明治初期における西洋式簿記の導入については，１８６４年（元治元）に徳川幕府によって設立

され，明治新政府に引き継がれた横須賀製鉄所（海軍工廠の前身）で，フランス人会計課長のメ

ルシェーが仏文の帳簿を付けたこと，１８７１年（明治４）開業の造幣寮で英文と和文の帳簿組織が

使われ，寮内で複式簿記が伝習されたことが，西川孝治郎の研究で明らかにされている（西川孝

［１９７１］３８―１１２頁）。また，１８７３年（明治６）に，福沢諭吉翻訳（というよりも翻案）の『帳合

之法初編（略式）』２冊（『帳合之法第二編（本式）』２冊の出版は１８７４年），アラン・シャンド原

著・大蔵省訳編『銀行簿記精法』５冊，および加藤斌訳『商家必用初編』２冊（『商家必用二編』

２冊の出版は１８７７年）が上梓されて以来，明治時代には陸続と西洋式簿記の翻訳書が出版され

たが，それらについては西川（孝）や津村怜花による研究蓄積がある（西川孝治郎氏論文リス

ト，津村［２００７a］［２００７b］［２００９］［２０１０］。なお，西川（孝）収集の明治期簿記書コレクション

「西川文庫」については安藤［２００４］参照）。さらに，日本における決算報告書類公表制度の嚆矢

となり，他の多くの国立銀行や一般産業企業への洋式簿記会計の普及に大きな役割を果たした第

一国立銀行や他の国立銀行の決算報告書制度について，片野一郎と久野秀男が詳細に研究してい

て，高寺貞男や高橋伸子の考察もある（片野［１９６８］［１９７７］，久野［１９６９］［１９８７］［１９９２］，高

寺［１９７４］，高橋［２００９］）。また，国立銀行決算報告書制度を規定した国立銀行条例に関して金

融史や経済史から数多くの研究が行われていて（例えば，新保［１９６４］，白坂［２０１１］など），第

一国立銀行などに対する金融検査制度に関して大江清一や白坂亨の研究がある（大江［２００６］

［２００７］，白坂［２０１２］）。
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しかるに，明治初期における一般産業企業での簿記会計実務については，三菱商会・三菱汽船

会社（日本郵船の前身）に関する西川（孝），久野，高寺，および山口不二夫の研究や（西川孝

［１９６７］［１９７１］，久野［１９７０］，高寺［１９７４］，山口［１９９８］［２００７］［２００８］［２０１２a］［２０１２b］），

久野による内国通運会社（日本通運の前身）創業期の「財務諸表と簿記組織」や抄紙会社・製紙

会社（王子製紙の前身）の決算報告書に関する言及（久野［１９７５］［１９７６］［１９８７］），西川登によ

る諸会社の西洋式簿記導入時期の概略的な紹介（西川登［１９９６］）以外に見当たらない。明治初

期の企業の簿記会計実務についての研究が不調な原因の一つには，現存史料の不足があるのかも

しれない。

さて，１８７６年（明治９）に設立された三井物産会社の創業以来の CASH BOOK，JOURNAL，

および LEDGERの３帳簿と「総勘定書」，「総勘定明細書」，「総損益勘定」，「損益勘定明細書」

などの決算報告書が公益財団法人・三井文庫（東京都中野区）にかなり残されている。本稿は，

第１期の「総勘定書」および「総勘定巨細書」の２つの決算報告書と CASH BOOK，JOURNAL，

および LEDGERの３帳簿を主たる分析対象として，三井物産会社の初期の帳簿組織を考察して

いく。なお，本稿の本文中での史料の引用等は，読みやすくするために漢字やかなづかい等を適

宜改めている１。ただし，文献目録や引用注などでの人名・資料名，図表の中の文等では原資料

の表記のままにしている。

Ⅱ．三井物産会社の創立と初代社長・益田孝

三井物産会社の設立は，三井銀行と同じ１８７６年７月１日であった。ただし，両社の誕生の経

緯は全く異なり，三井銀行が江戸時代からの両替店からの発展であるのに対し，三井物産は井上
かおる ます だ たかし

馨・益田孝らによって設立された貿易会社の「先収会社」を前身とする。井上は維新政府の大
たい ふ ごんのかみ

蔵大輔であったが，１８７３年（明治６）に下野し，井上の引きで大蔵省の造幣権頭になっていた

益田も井上に従った。井上は，政府高官とのつながりが深い商人の岡田平蔵と輸出貿易を行う

「岡田組」を１８７４年（明治７）１月に立ち上げ，井上が総裁，岡田が社長，益田が頭取となった
せんしゅう

が，半月後に岡田が急死した。井上は，岡田組を解散して先 収 会社を起こし，その総裁とな

り，益田が頭取に就任した（三井文庫［１９８０］２１８―２２０頁）。

井上は，１８７５年（明治８）に元老院議官に任ぜられ，再び政界へ転身することになったので先

収会社は閉鎖することとなり，益田は残務整理に当たった。ちょうどそのころ，三井組の重役で
み の むら り ざ え もん

のちに三井銀行の総長代理副長となる三野村利左衛門から，井上を通じて，益田に三井の貿易商

社を設立する要請があった。井上・三野村・益田の話し合いにより，先収会社の事業を引き継い
よう の すけ

で三井物産会社を設立することが決まった。三井物産会社は，形式的に社主を三井養之助と三井
たけ の すけ

武之助としたが，総轄（のちに社長）となった益田が業務を取り仕切った（三井文庫［１９８０］
まさもと

２２１，２４５頁，長井［１９３９］１７１―１７６頁）。また，先収会社の創立に参加した木村正幹が副総轄（副

社長）に就任した。木村は益田よりも５歳年長で，長州藩士の家に生まれ，藩役所で会計ないし
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経理事務を経験し，先収会社や三井物産でも財務・経理の責任者であったと考えられる（由井

［２００７］２２３，２２７，２３５頁）。

三井物産会社は三井養之助・武之助の両名の組合契約によって設立されたが，これは，三井銀

行が万一破綻した場合に三井一族の生計を維持しようとするとともに，逆に，三井物産がうまく

いかなかったときに三井組および三井銀行が損失を負担しないようにとの危険分散の意味があっ

た。そのため，三井物産は，資本金なしで，三井銀行と５万円，第一国立銀行と１万円の当座借

越契約を結んで発足した２。三井組大元方は２２，９００円の貸付金を無利息，１０年賦で提供しただ

けであった３。三井物産は，創業後間もない１８７６年１１月１５日に三井組国産方（開業１８７４年８

月３１日）を吸収合併し，業容を拡大するとともに，当初は十数名であった社員に国産方の５０余

名を加えた（三井文庫［１９８０］２４８，２４９，２７２頁）。

ところで，三井物産会社初代社長の益田孝は，１８４８年（嘉永元）に佐渡・相川で生まれた。

１８５５年（安政２）に父が函館奉行支配調下役になったことから，函館奉行所属僚の子弟というこ

とで英語を習い，やがて家族で江戸に移住し，孝は１８５９年（安政６）年に支配通弁御用出役と

なり，本格的に英語を勉強した。１８６３年（文久３），遣仏使節池田筑後守の随員となった父の従

者として渡欧し，帰国後，一緒に渡欧した矢野次郎（のちに益田孝の推薦で商法講習所の初代所

長になる）とともに幕府陸軍の騎兵となった。なお，益田孝は矢野の妹の栄子と１８６８年（慶応
かつのり

４）に結婚した。また，孝の弟の克徳は（のちに東京海上保険会社勤務支配人，東京米穀取引

所，王子製紙，明治生命，石川島造船所の取締役を歴任）１８６９年（明治２）に慶応義塾へ入塾し

ている。維新後の益田孝は，横浜の商館の通訳をしたり，茶と海産物の売込商となったのち，

ウォルシュ・ホール商会の「クラーク」を経て，井上の薦めで大蔵省に出仕し，１８７２年（明治

５）４月に造幣権頭となった。このときに大蔵省・紙幣寮を「切り回し」ていたアラン・シャン

ド（Alexander Allan Shand）と懇意になった（長井［１９３９］７―１５１頁）。

益田孝が権頭（副長官）となった造幣寮は，英国人のキンドル（Thomas William Kinder）が

造幣首長に就任していた。西川孝治郎の研究によれば，そこでは，１８７０年（明治３）に雇い入れ

られたポルトガル人・ブラガ（Vicente Emilio Braga，１８４０―１９１１）が，勘定役兼帳面役として，

英国製の帳簿に英文で記帳していた。その簿記組織は，VoucherからWaste Journalに仕訳記帳

し，それを Journalに清書し，そこから General Ledgerに転記し，残高試算表である Daily Bal-

anceを日々作成し，定期に Balance Sheetと Profit & Loss Accountを調えるというもので，金・

銀・銅おのおのにつき一揃いの帳簿があった。また，そのそれぞれに対して和文帳簿も作られた

（西川孝［１９７１］８０―１０１頁，同［１９８２］１０３―１１０頁）。

ブラガは簿記実務に当たる一方で日本人に複式簿記を講義し，彼に西洋式簿記を学んだ者は相

当の数にのぼる（西川孝［１９７１］１０２―１１１頁）。ただ，ブラガはどういうわけか１８７３年（明治

６）には造幣寮での「計算記帳の習学」に反対している。これに対し，権頭の益田と計算課長の

三島為嗣が大蔵省事務総裁の大隈重信に陳情書を書いて，三島課長が講師となって簿記伝習が行
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われた（西川孝［１９８２］１１２―１１４頁）。

さて，ほどなくして益田は，前述のように，井上の下野に従って先収会社の設立に参加した

が，先収会社は西洋式複式簿記を取り入れた。三井文庫に先収会社の JOURNAL（資料番号，物

産６１８），CASH（同，物産６１７），および LEDGER（物産６２０）が保管されている。それらの３

帳簿は，英国製で，１８７４年（明治７）の分は英文で，１８７５年（明治８）以降の分は日本文で，い

ずれもペン書きで記帳されている４。後述する三井物産会社のものは最初から日本文で記帳され

ているが，帳簿組織および記帳方法は先収会社のものも三井物産のものも，細部を除き，ほぼ同

様である。「先收會社 岡田組規則」（三井文庫所蔵資料，物産２１４―２）には記帳について次のよ

うな規定がある。

当座帳は頭取自らこれを記載し，勘定方へ回すべし。勘定方はこれを得て日記を作り，つづ
さしひき

いて大帳・金銀出納帳等を入記帳し，毎日の差引報告，翌日第十時までに出すべし。その
まで

他，売買高，損益高ならびに各家と差引の報告等，毎月の分は翌月二日迄に，毎年の分は翌
さし だ

年一月十五日迄に各支店の分とを総括して差出すべし。
ただ すべ ママ もち

但し諸帳は都て復記の法を用ゆべし。

（原文は縦書きで旧漢字，カタカナひらがな混用。句読点・ルビ等を引用者＝西川が補う）

この規定の通りに実際に簿記実務が行われたのか，当座帳がどのようなものか，また，日記が

JOURNALに，大帳が LEDGERに，金銀出納帳が CASHに相当するものなのか（だとすれば，

文面の転記順序と矛盾），勘定方に英文簿記のわかる人を得たのか等については，今のところわ

からない。ただ，先収会社の人員が十数名であったことや，益田が英語に堪能で米国人商館のク

ラークの経験があることからすれば，益田自らが記帳を担当したことも充分に考えられよう。も

し，益田自らが記帳したのであれば，規則に書かれた簿記手続が精確でなくても，大きな問題で

はなかったであろう。

憶測はこれくらいにして，以下に，三井物産会社の決算報告書と帳簿組織がどのようなもので

あったのかを，史料に即してみていってみよう。

Ⅲ．三井物産会社の決算報告書類と元帳勘定との関係

三井物産会社の決算報告書類は，創立年の１８７６年（明治９）から１８８５年（明治１８）までの貸

借対照表（名称は「総勘定書」または「総勘定」などで一定しない）または詳細貸借対照表
こ さい

（「総勘定巨細書」または「総勘定明細書」）や損益計算書（名称は「損益勘定」，「総損益勘定

書」など）とその付属明細書類がかなり揃って現存し５，それ以降は１９００年（明治３３）までの

ものが断片的に残っていて，３０種以上の決算報告書が残っている決算期もある（資料番号，物
し しゅう きょうかく

産５２１―１～物産５６７）。それらの決算報告書はいずれも，和装（和紙，和綴じ）の四周単辺匡郭

4 商 経 論 叢 第４８巻第２号（２０１２．１２）



（一重の外枠線）と縦罫線が入った帳簿に毛筆で記され，金額や数量の数字には万，千，百，拾

（十）などの定位文字が使用されている。帳簿組織は，後述するように，完全な西洋式複式簿記

であるが，そこから作成された決算報告書類は和装の体裁をとっているのである。なお，同時期

の『大元方勘定目録』は江戸時代からの和式簿記によるものと考えられるが，その外形的な体裁

は三井物産の決算報告書類と似ている（決算報告書類の体裁から洋式簿記と和式簿記のどちらが

使われたかを判断することは困難である）。

さて，《資料１》として掲げるものは，三井物産会社の第１期の「総勘定書」（貸借対照表）の

扉および冒頭部分のコピーであり，《資料２》は「総勘定巨細書」（より詳細な貸借対照表）の

「未決算勘定」の部分とその前後である。「惣勘定書」と「総勘定巨細書」とは，後者では多くの

項目に内訳明細が記録されていることを除けば，内容が同じである。原本は，「三井物産会社」

の社名が版心（用紙中央）下部に印刷された半紙を２つ折りにして袋綴じにした，１０行の縦書

き罫線入りの全３５丁（７０ページ）の冊子で，「総勘定書」と「総勘定巨細書」とを１冊に納め

ている（物産５２８―１）。その写本は，半紙本の原本より一回り大きい B５判で，縦１３行罫線，２９

丁となっている以外は原本と同様の体裁である（物産５２８―２）。第１期の独立した損益計算書は

ないが（作成されなかったのか，たんに現存しないだけなのかは不明），「総勘定巨細書」の「損

益勘定」の部分が実質的な損益計算書になっている。第２期以降については，独立した損益計算

《資料１》三井物産会社の第１期「総勘定書」（貸借対照表，１８７６年）

《資料１―２》「総勘定書」の冒頭部分 《資料１―１》「総勘定書」の扉部分
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しょ

書や（名称は「損益勘定」，「損益勘定書」，「総損益勘定」など一定しない），その明細書が（「諸
しな こうせん

品売買口銭勘定」，「諸品売買損益勘定」，「横浜支店損益勘定」など）かなり現存している。

第１期の「総勘定書」を横書きの勘定式に直して《図表１》として掲げる。用語法はほとんど

原資料のままにしてある。なお，第１期の「総勘定書」および「総勘定巨細書」はともに，資産

の部を「出金之部」，負債資本の部を「入金之部」としているが，第２期以降の「総勘定明細

書」または「惣勘定書」では（「総勘定書」のない年度もある）それぞれ，「貸ノ部」または「貸

方」と「借ノ部」または「借方」とになっている。

「総勘定書」および「総勘定巨細書」それぞれの部の勘定科目の配列順序は，LEDGERの勘定

科目で繰越残高のある科目の配列順序とほぼ同一である。「入金之部」は負債と資本との区分を

していない。資本金なしで発足したために，第１期には資本金はないが，第２期以降は，「借ノ

部 総勘定明細書」の冒頭に「資本金ノ部」が掲げられ，その内訳として例えば，「明治九年損

益勘定 借〔改行〕金五千三百三拾七円八拾銭六厘」「明治拾年損益勘定 借〔改行〕金拾五萬

○○三拾円貮拾壱銭七厘」というように，各年度の留保利益が計上されるようになる。ただし，

「資本金ノ部」を「引当金ノ部」や「預リ金」と区分した表示になっていないことは，第１期以

降から変化はない。負債資本の部が無区分表示で資本金が冒頭に掲げられることは，江戸時代か

らの「大元方勘定目録」も同様である６。

《資料２》三井物産会社の第１期「総勘定巨細書」（詳細貸借対照表）の一部分

6 商 経 論 叢 第４８巻第２号（２０１２．１２）



《図表２》は，第１期の「総勘定巨細書」を横書きの報告式に直した表にして，紙幅の都合か

ら，その一部を掲げたものである。原資料にはないが図表２では，元丁の欄に「総勘定巨細書」

への転記もとである LEDGERの該当箇所の丁（葉）のノンブルを，仕丁の欄に LEDGERへの転

記もとの JOURNALまたは CASH BOOKの丁（葉）またはページのノンブルを示した（丁と

ページの数え方については後述する）。

第１号の LEDGERに記載された総ての勘定科目を一覧表にして《図表３》として掲げる。そ

れぞれの記載場所の葉（丁）数と決算締切および決算報告書作成のさいの振替，繰越などを記し

た。「総勘定書」および「総勘定巨細書」に記載されている総ての勘定科目とその金額は，

LEDGERのそれと一致する。ただし，「総勘定巨細書」の摘要書きには，LEDGERや JOUR-

《図表１》三井物産会社の第１期・貸借対照表（１８７６．１２．３１）

明治九年第十二月丗一日
惣勘定書

三井物産会社
元方 会計方

出金之部 入金之部

正金勘定
不動産勘定
家具勘定
未決算勘定
限月米敷金勘定
九州米手附金勘定
益田孝勘定
長崎支店勘定
陸軍諸懸リ勘定
正拠金勘定
立換諸懸リ勘定
三井養之助勘定
三井武之助勘定
公債証書買入勘定
諸買入勘定
秋田米勘定
仙台米勘定
拾四番勘定
旧国産方貸金勘定
荷物方勘定
近衛局勘定
島方勘定
貸シ金勘定
横浜支店勘定
白米売買勘定
越前堀家作勘定
米買入勘定

１，７６５．９６５
１２，１０７．３７３
２，２８０．６８４
１３７．０００
４，８５０．０００
１８，７６２．０３８
２１０．３１１

４５，８０１．９２３
６８．６００
２００．０００
６０．８６３
１５０．０００
１５０．０００
４，２８８．０００
４，６２５．４９３
２５５．７４５
２０１．６２０
１４２．０１２

１１，６４８．８１４
５１２．９１３
８７．２６８

１０，１５５．４８８
２０，０４９．６７０
８５．３４３
２０７．４４３
３７６．４２９

２１，８４６．６９３

三井銀行勘定
諸向依頼売買勘定
三井大元方勘定
京都府依頼売買勘定
新報局勘定
旧国産方損益勘定
滞貸引当勘定
旧国産方預リ金勘定
三井銀行流質勘定
損益勘定
島方資本金勘定
預リ金勘定

１１，８００．０００
３，１０８．６４２
２２，９００．０００
１９．６３０
６０．７０７

３，８６９．２７４
５００．０００
９，０８４．７６２
１，８０８．７６５
７，９２１．９１２
６，２２４．３５８
９３，７２９．６３８

惣 計 １６１，０２７．６８８ 惣 計 １６１，０２７．６８８

注 原資料は毛筆縦書きで報告式。数値は定位漢数字を使用。
（出所）「明治九年第十二月丗一日 惣勘定書 東京三井物産会社 元方・

会計方」三井文庫所蔵資料 資料番号＝物産５２８―１より作成。

明治初期の三井物産会社の帳簿組織 7
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《図表２》三井物産会社の第１期・詳細貸借対照表（１８７６．１２．３１）

明治九年第十二月丗一日
惣勘定巨細書

三井物産会社 LEDGER

JOUR-
NAL
CASH
BOOK

出金之部 円．銭厘 円．銭厘 元丁 仕丁

正金勘定
第十二月丗一日請払金差引残高正金ニテ有高 １，７６５．９６５ １c
不動産勘定
東京銀座四丁目拾六番地建家代金 ２，７８８．５９９ ２９d①
東京築地壱丁目三番地西洋造り建家代金 ４００．０００ ２９d j１３
東京芝口壱丁目弐番地建家代金 ２１５．０００ ２９d j１３
東京木挽町九丁目弐拾四番地ノ石庫代金 ３，５３０．１２５ ２９d j１３
東京兜町六番地建家代金并ニ修繕費共 ４，２０６．８２０ ２９d②
東京越前堀島方家作代金 ２２７．０００ ２９d j１３
横浜石川口四丁目四拾弐番地建家代 ７３９．８２９ ２９d j１３

締 １２，１０７．３７３ ２９c
家具勘定
先収会社ヨリ引請タル家具代金 １，９５１．２６０ ３１d j１３
国産方ヨリ引請タル家具代金 ２５７．０８８ ３１d j４２
第七月ヨリ第十二月迄買入タル家具代金 ７２．３３６ ３１cd③

締 ２，２８０．６８４ ３１c
未決算勘定
飯島松五郎静岡行キ旅費トシテ渡置但シ追テ精算ノ上勘定立ル ２０．０００ ７０d c２４
杉山左七茨城出張ニ付旅費トシテ渡シ置ク但シ追テ精算ノ上勘定立ル ３０．０００ ７０d c２９
遠藤大三郎千葉出張ニ付旅費トシテ渡シ置ク但シ右同断 １５．０００ ７０d c２９
橋爪清久郎千葉出張ニ付旅費トシテ渡シ置ク但右同断 ７．０００ ７０d c３１
益田新八山梨出張ニ付旅費トシテ渡シ置ク但右同断 １５．０００ ７０d j５０
宮本新右ヱ門千葉出張ニ付旅費トシテ渡シ置ク但シ右同断 ５０．０００ ７０d j５０

締 １３７．０００ ７０c
限月米敷金勘定
馬関限月米敷金ノタメ同所三井銀行ヘ電信為換ニテ送ル １，２００．０００ ７７c④
東京米会所一月限リ六百三拾枚并ニ二月限リ百枚買附敷金トシテ米又へ渡ス ３，６５０．０００ ７７c④

締 ４，８５０．０００ ７７c
九州米手付金勘定
米買入ノタメ十二月丗一日迄古谷龍三ヘ渡シ金ノ内ヨリ第弐買入米（弐万石）ノ為メ支払残金手元ニテ有高 １８，７６２．０３８ ９１c
益田孝勘定
第七月ヨリ第十二月丗一日迄出入金差引残高即チ同人へ貸金ナリ ２１０．３１１ ９８c
長崎支店勘定
第七月ヨリ第十二月迄出入金差引残高即チ同支店へ貸金 ４５，８０１．９２３ １０６c
陸軍省諸懸リ勘定
第弐号紺絨納立ノ節請書へ粘用印紙税七十六円弐拾弐銭買入代金但シ壱割引ケ ６８．６００ １０８c
正拠金勘定
米商会所仲買身元弐口分トシテ預ケ置ク但シ伊東并ニ増田両人名前 ２００．０００ １１６c
立換諸懸リ勘定
京都府依頼革代金為換ニテ送リ金之節為換手数料立換 ０．２２４ １２１d c１１
人参会社へ諸雑費并印紙共立換 ２．２９８ １２１d j５６
輸出方へ立換電信料 ０．６６０ １２１d j５６
長崎支店へ立換帳面ノ代金但シ仮リニ此座へ置ク ４．３７５ １２１d⑤ j５８j６２
同支店へ立換三池石炭用ニ付第七月ヨリ第十二月迄電信料其外但シ右同断 ５３．３０６ １２１d j６３

締 ６０．８６３ １２１c
三井養之助勘定
第七月ヨリ第十二月迄定額費但シ一ヶ月弐拾五円ノ割 １５０．０００ １２６c

〔中略〕

諸買入勘定
長崎ヨリ廻リタル茶弐萬八千五百九拾九斤弐分三厘七毛五買入代金并ニ諸懸
リ共三千六百九拾円五拾六銭三厘ノ内ヨリ売茶四拾四本代金引去リ代金 ３，３０６．１２０ １４５c⑥

国産方ヨリ引受タル薬瓶弐百六拾円拾七銭四厘ノ内ヨリ売上代金弐百拾七円六拾六銭ヲ引去リ残リ ４２．５１４ １４５c⑥
生糸買入ノタメ内トシテ磯清五郎へ渡シタル高 ５，５００．０００ １４５c⑥
肥後煙草弐百丸此和斤壱万弐千六百九拾五斤弐分五厘代金并ニ諸懸リ共 １，０５５．０９５ １４５c⑥

〔中略〕

締 １０，０２４．０５３
内 上海ニテ買入米袋弐万七千四百袋代金トシテ三井銀行ヨリ受取ル －５，３９８．５６０ １４５d⑥

差 引 残 金 ４，６２５．４９３ １４５d
〔中略〕
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米買入勘定
東京地廻リ米買入ノタメ十二月十八日ヨリ同丗一日迄払出シ金高 ２１，８４６．６９３ ２０９c

出 金 惣 計 １６１，０２７．６８８

入金之部 円．銭厘 円．銭厘

三井銀行勘定
第十二月丗一日当社ト銀行ト当座預ケ金勘定差引残高銀行ヨリ借高 １１，８００．０００ ６７d

〔中略〕

損益勘定
山一組ヨリ依頼ノ銑六千八百四拾三貫七百目売捌ノ節売出シ益金 １２．８３３ １７７c c２２
陸軍省納メ黄絨毯拾貮反此ヤール五百七拾弐ヤール八分八厘ノ益金六拾壱
円九拾五銭七厘青海平八郎へ売却セシ甲四号紺絨其外ニ六号紺絨六反ノ
益弐拾円七拾三銭八厘 ８２．６９５ １７７c j６６

八月九日ヨリ十二月丗一日迄洋銀拾四万七千百九拾七弗売買益金高八拾弐セント １，１７７．５３９ １７７c j６６
九月限リ六千九百石十二月限リ千五百石ノ売買益金二月限千五百石売附ノ
分平均相場違イ益一月限リ五千八百石平均相場違イ益金惣計高ノ内ヨリ
諸入費并ニ石油損金引去リ残リ高 １，２６６．４６１ １７７c j６６
先収会社ニテ約定セシ絨諸懸リ益并ニ洋相場違イ益高 ２，０８５．０７６ １７７c j６６
米金地五百オンス買入大阪造幣寮へ売上益金高 ５７８．８１６ １７７c j６６
米金地売買口銭トシテ岩橋ヨリ三百円請取其外諸手数料 ３４９．７２７ １７７c j６６
秩禄公債証書面高四千三百五十円九年分利子トシテ請取タル高 ３４８．０００ １７７c j６６
石炭沓下目薬瓶ノ益金 ４４．４１２ １７７c j６６
島方ニテ第十二月一日ヨリ同丗一日迄諸口口銭トシテ請取タル高ノ内ヨリ諸入費引去リ残高 １７０．７４５ １７７c j６６
荷物方ニテ第十二月一日ヨリ丗一日迄益金高ノ内ヨリ諸入費引去リ残高 １８６．２５８ １７７c j６６
陸軍省納メ蒸気機器ノ益金 １５９．２１９ １７７c j６６
勧商局依頼ニテ英国へ送リタル見本茶ノ益金但シ洋銀相場違イノ益 ８４．７２０ １７７c j６６
預リ合金利足ノ益金高 ９９２．８９２ １７７c j７７
九州表ニテ買入米大蔵省へ売上古米三万〇〇弐拾八石貮斗五升五合同古米
弐千百八拾弐石七斗七升四合并ニ新米弐万〇四百五拾四石四斗ノ売買益
金高壱万五千七百六拾弐円弐拾壱銭七厘ノ半高益金ナリ ６，３８１．１０９ １７７c j７８
沈没米ノ内濡米売却代金 ４９３．６９５ １７７c j７７
本年中大蔵省へ売上九州米代金并ニ諸懸リ合計金高弐拾三万七千百五拾九円〇
九銭六厘ノ千分ノ三割ヲ以テ口銭トシテ長崎支店へ渡スベキ高益金ニ立ル ７１１．４７７ １７７c j７８

九州米運送増賃壱石ニ付三銭ノ割ヲ以テ長崎支店ヨリ預リタル高益金ニ立ル ６１３．６３２ １７７c j７８
締 １５，７３９．３０６

第七月一日ヨリ同十二月丗一日迄諸雑費トシテ払高 ６３４．４１１ １７７d j６５
第七月一日ヨリ同十二月丗一日迄賄費トシテ払高 ５１．５５８ １７７d j６５
第七月一日ヨリ同十二月丗一日迄地代トシテ払高 １６２．９６１ １７７d j６５
第七月一日ヨリ同十二月丗一日迄人力車賃トシテ払高 ７１．５３７ １７７d j６５
第七月一日ヨリ同十二月丗一日迄郵便税トシテ払高 １３．０７３ １７７d j６５
第七月一日ヨリ同十二月丗一日迄電信料トシテ払高 ３１．０６０ １７７d j６５
第七月一日ヨリ同十二月丗一日迄旅費トシテ払高 ７２．８５８ １７７d j６５
第七月一日ヨリ同十二月丗一日迄車力賃トシテ払高 １．８２３ １７７d j６５
第七月一日ヨリ同十二月丗一日迄接待費トシテ払高 ５４．３３０ １７７d j６５
第七月一日ヨリ同十二月丗一日迄月給トシテ払高 ２，９２５．１５７ １７７d j６５
第七月一日ヨリ同十二月丗一日迄印紙税トシテ払高 ２３．９２０ １７７d j６５
第七月一日ヨリ同十二月丗一日迄人足賃トシテ払高 ３．４７２ １７７d j６５
種紙買入ノ損金 ２，１２５．２４１ １７７d⑦ j６７，j７１，j７２
利息払高ト請取高ト差引不足金 １，０１６．７８８ １７７d j６７
本年中貸金ノ内滞金へ引当トシテ別段預置ニ付益ノ内ヨリ出ス ５００．０００ １７７d j７８
本年中三池勘定差引残金損金ニ立ル １２９．２０５ １７７d j７９

締 －７，８１７．３９４
差 引 残 金 ７，９２１．９１２

〔中略〕

入 金 惣 計 １６１，０２７．６８８

注 原資料は毛筆縦書きで，数値は定位漢数字を使用。“元丁”欄の数字は LEDGERのノンブルで，dは左ページ，cは右
ページ。“仕丁”欄の cは CASH BOOKを，jは JOURNALを示し，数字はそれぞれの帳簿のノンブル。
① ２，７８８円５９銭９厘＝家作代２，６４２．６０１＋東京府賦金１１２＋利子３３．６６８＋東京府上納金手数料０．３３，《図表５―１》参照。
② ４，２０６円８２銭＝家作代４，０００＋修繕費２０６．８２，《図表５―１》参照。
③ ７２円３３銭６厘＝７月分２３＋８月分４．９２９＋９月分３０．８０９＋１０月分２１．０１４＋１１月分２３．３３８＋１２月分７．５０３－売払３４．４３７
－払高戻ル２．１２－立換ノ分１．７，《図表５―２》参照。

④ 摘要欄の内訳書き１，２００＋３，１５０＋５００，《図表５―５》参照。
⑤ ２つの取引記録の合計額
⑥ LEDGERの諸買入勘定では個別項目ごとに繰り越す。
⑦ ２，１２５円２４銭１厘＝２，０６５．０７５＋４０．２５＋１９．９１６，《図表５―６》参照。

（出所）「明治九年第十二月丗一日 惣勘定巨細書」三井文庫所蔵資料資料番号，物産５２８―１，「LEDGER（第壱号元帳）」
同，物産６８９，「JOURNAL」同，物産６６２，「CASH BOOK」同，物産６２１より作成。
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《図表３》三井物産会社の第１号 LEDGER（明治９年７月～１０年６月）の全勘定

丁数 勘定科目名 決算振替，繰越，振替，転記等

１ 正金 M９→B/S出，M１０→第２号
３―５ 小払金 註（５），M９→旧国産方 P/L，M１０差引残なし
７―８ 雑費 M９→P/L借，M１０→第２号
９ 賄費 M９→P/L借，M１０取引記載なし
１０ 地代并ニ家賃 M９→P/L借，M１０→第２号
１１―１２ 人力車賃 M９→P/L借，M１０→第２号
１３―１４，２２ 郵便賃（郵便税） M９→P/L借，M１０→第２号
１５―１６ 電信料 M９→P/L借，M１０→第２号
１７ 旅費 M９→P/L借，M１０→第２号
１９ 車力賃 M９→P/L借，M１０取引記載なし
３３，２０ 修繕｛費｝ M９→P/L借，M１０→第２号
２１ 接待費 M９→P/L借，M１０→第２号
２３ 月給 M９→P/L借，M１０→第２号
２５―２６ 印紙税 M９→P/L借，M１０→第２号
２７ 人足賃 M９→P/L借，M１０取引記載なし
２９―３０ 不動産 M９→B/S出，M１０→第２号
３１―３２ 家具 M９→B/S出，M１０→第２号
３４―３５ 大阪米買入 M９→取引記載なし，M１０→第２号
３８ 拝司永造渡金 M９→取引記載なし，M１０→第２号
４２ 藤田伝三郎渡金 M９→取引記載なし，M１０→第２号
４５ 大阪陸軍 M９→取引記載なし，M１０cr残→第２号
７７―７９，５４―５６ 限月米｛売買｝敷金 M９→B/S出，M１０→第２号
６０―６１ 貸借 M９dr残→貸金 a/c，M９cr残→預リ金 a/c，M１０取引記載なし
９８，６２，６８ 益田孝 M９→B/S出，M１０→第２号
６３―６４，６７，２１０―２１６ 三井銀行当座預ケ金 M９cr残→B/S入，M１０→第２号
６５ 絨買入 M９cr残→P/L貸，M９dr残→「陸軍省勘定エ回ス」，M１０記載なし
７０―７２ 未決算 M９→B/S出，M１０→第２号
７３ 見本買入 M９→取引記載なし，M１０→第２号
７４ 九州米別口諸懸リ M９→取引記載なし，M１０c残→第２号
７５ 馬関支店 M９→取引記載なし，M１０→第２号
８０―８３ 九州米｛買入｝ M９？差引残なし
８４，９３ 九州米諸懸リ M９→取引記載なし，M１０→第２号
８５―８７，２２０―２２３ 諸向依頼売買 M９cr，dr→巨細書・入，B/S入，M１０→第２号
８８―８９ 洋銀買入 M９cr残→P/L貸，M１０dr残→第２号
９０ 三池 M９→P/L借，M１０取引記載なし
９１ 九州米手附金 M９→B/S出，M１０→第２号
９４ 国債寮 M９．１２．２２→「改テ印紙〔ママ〕勘定エ回ス」〔利足〕
９５―９６ 限月米売買 M９cr残→P/L貸，M１０cr残→第２号
９７ 横浜三井銀行 M９差引残なし，M１０取引記載なし
９９ 宮内省 M９差引残なし，M１０取引記載なし
１００―１０１ 陸軍絨 M９．１２．２２→「改テ陸軍諸懸リ勘定エ回ス」
１０５―１０７，１６１ 長崎支店 M９→B/S出，M１０cr残→第２号
１０８―１０９ 陸軍諸懸リ M９cr残→P/L貸，M１０dr残→第２号
１１２ 米金地買入 M９cr残→P/L貸，M１０取引記載なし
１１３，１１８ 輸出米 M９→取引記載なし，M１０cr残→第２号
１１４ 銅貨買入 M９．１２．３１「差引残高改テ利足勘定エ回ス」
１１４ 銅貨受渡 M９→取引記載なし，M１０cr残→第２号
１１６ 正拠金 M９→B/S出，M１０→第２号
１１７ 手形請取 M９差引残なし，M１０取引記載なし
１２０ 三井組大元方 M９cr残→B/S入，M１０cr残→第２号
１２１―１２３ 立換諸懸 M９→B/S出，M１０→第２号
１２４ 京都府依頼売買 M９cr残→B/S入，「差引残金口銭勘定エ回ス」
１２６ 三井養之助 M９→B/S出，M１０→第２号
１２８ 三井武之助 M９→B/S出，M１０→第２号
１３０―１３２ 口銭 M９cr残→P/L貸，M１０cr残→第２号
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１３３ 肥前米 M９．１２．３１「電信料共改テ九州米買入勘定エ回ス」，M１０記載なし
１３５ 蚕種紙買入 M９→P/L借，M１０取引記載なし
１３６ 預ケ金利息 M９cr残→P/L貸，M１０取引記載なし
１３７―１３８ 公債証書買入 M９→B/S出，M１０→第２号
１４０ 公債証書利子 M９cr残→P/L貸，M１０取引記載なし
１４２ 利息 M９「払高ト請取高差引」→P/L借，M１０→第２号
１４４―１４５ 諸品買入 M９dr，cr→巨細書・出，B/S出，M１０→第２号
１４７ 秋田米 M９→B/S出，M１０cr残→第２号
１４９ 仙台米 M９→B/S出，M１０差引残なし
１５１―１５３ 新報局 M９cr残→B/S入，M１０cr残→第２号
１５４ 新九州米 M９→長崎支店 a/c，M１０取引記載なし
１５５ 旧国産方損益 M９cr残→B/S入，M１０cr残→第２号
１５６―１５７ 拾四番 M９→B/S出，M１０→第２号
１５８―１５９ 旧国産方貸金 M９→B/S出，M１０→第２号
１６０ 荷物方 M９→B/S出，M１０→第２号
１６３ 近衛局 M９→B/S出，M１０→第２号
１６４ 両換 M９取引記載なし，M１０cr残→第２号
１６５―１６７，２５５―２６２，２６４島方 M９→B/S出，M１０→第２号
１６８ 島方損益 M９cr残→P/L貸，M１０cr残→第２号
１７０ 為換金 M９cr残→旧国産方預リ金，M１０取引記載なし
１７１ 滞貸引当金 M９cr残→B/S入，M１０cr残→第２号
１７２ 三越取立方 M９取引記載なし，M１０cr残→第２号
１７３―１７４ 旧国産方預リ金 M９cr残→B/S入，M１０cr残→第２号
１７５―１７６ 三井銀行流質売捌 M９cr残→B/S入，M１０cr残→第２号
１７７―１７８ 損益 M９cr残→B/S入，M１０cr残→第２号
１７９ 島方資本金 M９cr残→B/S入，M１０cr残→第２号
１８１―１８２，１８４―１８５，
２１７―２１８

預リ金 M９cr残→B/S入，M１０cr残→第２号

１８３，２１９ 荷物方損益 M９cr残→P/L貸，M１０cr残→第２号
１８６―１８７，１９０ 貸金 M９→B/S出，M１０→第２号
１８８―１８９ 第一国立銀行当座預ケ金 M９差引残なし，M１０cr残→第２号
１９１―１９３，２２６―２４８ 横浜支店 M９→B/S出，M１０→第２号
１９４ 白米売買 M９→B/S出，M１０．５．３０「米買入勘定エ回ス」
１９５ 依頼米売買 M９取引記載なし，M１０「米買入勘定エ回ス」
１９６ 四日市米手附金 M９取引記載なし，M１０→第２号
１９７ 越前堀家作 M９→B/S出，M１０→第２号
１９８―１９９，２８５ 米用金受渡 M９取引記載なし，M１０cr残→第２号
２００ 陸軍省 M９→諸買入 a/c，M１０記載なし
２０１，２８１ 大阪米手附金 M９取引記載なし，M１０cr残→第２号
２０２―２０９，２４０―２５４，３００米買入 M９→B/S出，M１０cr残→第２号
２６３ 雑穀 M９取引記載なし，M１０「米買入勘定エ回ス」
２６５ 清国貸金 M９取引記載なし，M１０cr残→第２号
２６８ 欧州送荷 M９取引記載なし，M１０→第２号
２７３―２７４ 仏博 M９取引記載なし，M１０→第２号
２７６ 上野博覧会 M９取引記載なし，M１０→第２号
２８９―２９１ 馬関米買入 M９取引記載なし，M１０→第２号
２９４ 四日市米買入 M９取引記載なし，M１０→第２号
３０６―３１９，３０２ 横浜支店〔明治１２年９―１２月〕
３０５ 明治十年損益 M１０→第２号

注（１）M９は明治９年（１８７６），M１０は明治１０年（１８７７）を示す。原則として１２月３１日の日付は省略。
（２）dr残は借方残高，cr残は貸方残高を示し，→P/Lは損益勘定への振替を示す（借は借方＝左頁，貸は貸方＝右頁）。
（３）→B/Sは惣勘定書への転記（出は出金之部，入は入金之部）を，→第２号は第２号 LEDGERへの繰越を示す。
（４）M９．１２．３１締切の勘定残高のM１０．１．１への繰越記入の説明は，この表では省略。
（５）小払金 a/cの貸方は，月末に集計額を諸雑費の各勘定借方を相手に計上。
（出所）「LEDGER（第壱号元帳）」三井文庫所蔵資料 資料番号，物産６８９より作成。
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NAL，CASH BOOKのものよりも詳しいこともある。それでは次に，三井物産会社の帳簿組織

を検討していこう。

Ⅳ．創業期の三井物産会社の帳簿組織

三井物産会社の創立直前の１８７６年６月に制定された「三井物産会社規則」（追７６５―１。なお，

三井文庫［１９７４］に全文が資料１２として翻刻・掲載されている）は「金銀出納および勘定の

事」を第８条から第１２条で規定し，第１２条で帳簿組織と内部牽制について記している。その部

分を以下に掲げる。

第十二条
およ よろ せい か すいとう つけかえ

第一節 凡そ勘定は宜しく西洋複記の法を用い，正貨出納帳（ケーシブツク）ならびに附替
もつ もとちよう つまびらか

帳（ジヨールナル）を以て本となし，本帳において位置を区分してその登抄を詳にし，差
あきら

引残高を集めてこの会社の計算を立て，しかして月表を作り総差引を明かにし（タラヤルバ

ランス），また毎歳周尾に至りて各件の成果および消費等を挙げて損益勘定の位置に移し，

以て本社損益の総勘定を立て，しかしてその年表を編成すべし。
もとかた い ただち

第二節 正貨の出納は元方より出だせし切符を出納方より受け，諸附替は直に元方より切符
え しか

を得，これを以て正貨の出納帳または附替帳に記載し，然る後，本帳に登録すべし。この証
けつし ゆえ

票を得ざれば，決て帳簿に記載することを許さず。故にその切符は毎一ヶ月を以て整頓
あ

し，これを勘定方に保存し，以て他日の信証に充つべし。
さ

第三節 諸取引先きに対する差引勘定および売買勘定等は総て勘定方の担当する所なりと
こ わり

す。しかしてその取引先きとの差引においては必ず毎月末に至りて小割書を製し，これを送

致してその差引を明瞭にすべし。
で いり いえど つきあわ

第四節 物品の出入は倉庫課の職掌なりと雖も，突合せをなすため勘定方において当社に買

収せし物品ならびに貸金抵当品出入を記録し報告を出すべし。
とりあつかい もちろん きわめ ていちよう むね

第五節 総て帳簿の取 扱は勿論，簿冊筆記のさい等においては極て鄭重を旨とし，字を削
ごと すみ

り，墨を失する等の如き錯誤あらざらんことを要す。かつ記載すべきものは毎時速やかに整

頓し，猶予して他日に譲るべからず。
つかさど ゆる た と い

第六節 各員主る所の諸帳簿は，元方の許す所にあらざれば，従令社員と雖もこれを点検

せしむることを許さず。

（原文は縦書きで旧漢字・カタカナ遣い。句読点・ルビ等を引用者＝西川が補う）

この文中の第一節にある「ケーシブツク」が CASH BOOK，「ジヨールナル」が JOURNALで
もとちょう

あることは間違いない。「本帳」に原語のカタカナ表記はないが LEDGERであろう。月次の残

高試算表と考えられる「タラヤルバランス」が実際に作成されたのかは史料で確認できない
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が，１８７９年度の「明治十二年総勘定明細書」（物産５３１―１）から１８８３年度の「明治十六年総勘定

書」（物産５３５―１）までは，冒頭に，横書きでアラビア数字使用した繰越試算表である「総差引

勘定表」（ただし明治十二年のものには表の名称がない）が掲げられている。第二節に「切符」

または「証票」とあるのは，伝票のことで，この規定の文章と CASH BOOKおよび JOURNAL

の記帳からすれば，入金伝票，出金伝票，および振替伝票の３種があったものと思われる。

現存する帳簿を見ると，現金取引は CASH BOOKに仕訳されたものが LEDGERに個別に転記

され，非現金取引は JOURNALの仕訳が LEDGERに転記されるという分割仕訳帳制ないし複合

仕訳帳制となっている。

CASH BOOK，JOURNAL，および LEDGERはいずれも英国から輸入された革表紙製本で，A

３判の横幅をこころもち細くしたくらいの大判の帳簿である。金額欄数字にはアラビア数字を使

用しているが，摘要欄の金額・物量の数値はほとんど漢数字で定位文字（拾，百，千，萬

［万］）を使用している（後掲の図表６―７および６―８に示したように，まれに摘要欄に記載された

内訳金額にアラビア数字を使用）。３帳簿とも金額欄には，円と銭・厘との間に縦一重罫線が引

かれ，見やすくする工夫がされているが，銭と厘とは分けていない。

さて，「三井物産会社規則」第三節にある「諸取引先きに対する差引勘定および売買勘定等」

の具体的内容は不明であるが，「総勘定明細書」や，「諸品売買口銭勘定」（物産５２９―４）・「諸品

売買損益勘定」（物産５２９―５）などの「損益勘定明細書」といった明細報告書を作成するもとに

なった諸種の補助簿があったものと思われる。また，後掲の図表４，５，および６―２に示したよ
こ ばらい

うに，CASH BOOKおよび JOURNALから LEDGERの「小払金勘定」（小口現金 a/c）の支払

側（creditor，現代風にいえば貸方側）への転記が合計転記になっているので，小口現金支払帳

に相当する補助簿があったものと考えられる。それでは，JOURNAL，CASH BOOK，および

LEDGERの具体的な記帳法を以下にみていこう。なお，以下の叙述では，借方・貸方や仕訳記

入・転記，振替・繰越などの用語法は，特に断って「 」付きにする場合を除き，現代の用語法

で解説する。

Ⅴ．JOURNALおよび CASH BOOKの「附替」「入記」と LEDGERへの「登録」

１．JOURNALの「附替」

三井物産会社の JOURNALは，「三井物産会社規則」では「附替帳」と呼ばれているが，明ら

かに現在の仕訳帳である。仕訳記入をこの「規則」では「附替」と表現しているが，LEDGER

や CASH BOOK，JOURNALの摘要書きには「入記」とされていることが多い。

同社の最初の JOURNALは全部で６５８ページあり，創業時の１８７６年（明治９）７月から記録が

開始され，１８７８年（明治１１）９月まで記録がされているが（同社の JOURNALないし附替帳は

１８９８年下期のもの［物産６８８］までほぼ揃って現存。１８９１年までは暦年の１年決算），その１３

ページと１６ページを《図表４》として掲げる。左側ページでは左肩に，右側ページでは右肩に
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ページノンブルが記されている。

各ぺージは，図表４に示したように，左から，借方元丁欄，貸方元丁欄，摘要欄，空白欄，借

方金額欄，貸方金額欄の順に配列されている。各欄は，元丁欄の借方と貸方の間（縦一重罫線）

を除き，赤（というより赤紫に近い）の縦二重罫線で仕切られている。なお，後述の CASH

《図表４》三井物産会社の第１号仕訳帳（JOURNAL，「附替帳」）の１８７６年９月末の一部分

１３

東京 明治九年 第九月

� ２９ 不 動 産 勘 定

第九月弐拾五日入記ス 東京銀座丁目壱拾六番地家作代 ２，６４２６０１

東京築地西洋造り家代 ４００ 〃

東京芝口壱丁目二番地家代 ２１５ 〃

東京木挽町石蔵之代金 ３，５３０１２５

横浜石川口家代 ７３９８２９

� ３１ 家具買入勘定 先収会社家具一式買入代 １，９５１２６０

兜町六番地家作代 ４，０００ 〃

� ６０ 貸 借 勘 定

勝部本ヱ衛門エ田并畑抵当ニテ貸ス ９，５００

但シ九年十二月丗一日限リ利足月百円ニ付金壱円弐拾銭ナリ

�１２０ 三井組大元方勘定

三井組大元方ヨリ明治十年ヨリ十ヶ年賦無利足ニテ借用ス

但シ金高弐万弐千九百七拾八円八拾壱銭五厘ノ所端金

七拾八円八拾壱銭五厘ハ□速正貨ヲ以テ渡也 ２２，９７８８１５

� ８５ 諸向依頼勘定

第九月廿八日入記ス第四号絨青海平八郎渡シ此代価

壱ヤルニ付壱枚五分換ニテ弐百弐拾壱ヤール半代払渡

ス洋銀三百三拾弗七拾五銭但五拾六匁壱分弐厘換 ３０９６０２

� ８８ 洋 銀 買 入 勘 定

第四号絨弐百弐拾ヤール半横浜十四番ヨリ買入洋銀三
百三拾弗七拾五銭但シ相場五拾六匁壱分弐厘換 ３０９６０２

�１００ 陸 軍 絨 勘 定

同日入記ス三度目入港絨内金トシテ七千弗十四番エ払

但シ洋銀七千弗ノ内五千弗ハ五拾六匁八厘弐千弗ハ五

拾六匁壱分弐厘 ６，５４４ 〃

洋 銀 買 入 勘 定

陸軍三度目入港ノ分内金トシテ洋七千弗ノ内五千弗ハ五拾六匁
八厘換二千弗ハ五十六匁一分二厘換ニテ拾四番エ払フ ６，５４４ 〃
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《図表４》（続き）

１６

東京 明治九年 第九月

� ７ 諸 雑 費 勘 定

第九月中諸雑費トシテ払高 ５４７６５

� １０ 地 代 勘 定

第九月中地代トシテ払高

� １１ 人力車賃勘定 ２０４６０

第九月中人力車賃トシテ払高 １３３０５

� １３ 郵 便 賃 勘 定

第九月中郵便賃トシテ払高 ５８２５

� ３１ 家 具 勘 定

第九月中家具買入代トシテ払高 ３０８０９

� １５ 電 信 勘 定

第九月中電信料トシテ払高 ３６１２１

� １７ 旅 費 勘 定

第九月中旅費トシテ払高 １７００３

� ２１ 接 待 費 勘 定

第九月中接待費トシテ払高 ２２００

� ２３ 月 給 勘 定

第九月中月給勘定トシテ各名エ遣セシ高 ４７３ 〃

� ２５ 印 紙 勘 定

第九月中印紙買入代 〃３９０

�１２１ 立換諸懸リ勘定

九月中石油諸入費トシテ払高但シ明細書有之 ６９７９

〃 製革 〃 〃６１０

三池鉱山寮エ送リ時計代 ５７ 〃

蚕種紙用長尾人力車賃 〃１００

� ３ 小 払 金 勘 定

第九月丗日入記ス本月諸雑費トシテ払高 ７１８５６７

� ８０ 九州米買入勘定

同日入記ス九州米買入用トシテ第九月中郵便切

手代金五拾銭電信料弐拾３円〇壱銭壱厘人力車

賃銭五拾銭雑費七厘旅費七拾銭共払 ２４７１８

� １３ 郵 便 勘 定 九州米買入勘定
トシテ払高戻ル 〃５００

� １５ 電 信 勘 定 同上 ２３０１１

� １１ 人 力 車 勘 定 同上 ５００

� ７ 雑 費 勘 定 同上 ００７

� １７ 旅 費 勘 定 同上 ７００

（出所）「JOURNAL」三井文庫所蔵資料資料番号，物産６６２。
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BOOKおよび LEDGERと同様に，金額欄には円と銭・厘とを区切る縦一重罫線を赤で引いてい

る。摘要欄に記された「〃」の記号は，今も使われるように，同じ文言を省略するための繰り返

し符号であるが，金額欄の「〃」は，繰り返し符号ではなく，ゼロ（０または０００）の代用であ

る。

JOURNALには，CASH BOOKおよび LEDGERとは異なり，日付欄がなく，各ページ上の横

二重罫線上部に年・月が記載され（月の呼称は，現在は例えばたんに９月というところを「第九

月」というように，「第」を付けている），各取引の仕訳記入の小書きをするさいに，その最初の

行に月日を「入記」（記入）し，各取引の仕訳記入が終わると，横一重罫線を摘要欄から金額欄

まで引いて，各取引を区切っている。

借方元丁欄は貸方元丁欄よりも幅が広いが，借方・貸方とも，元丁欄に記された転記先である

LEDGERの丁数には，転記すなわち「登録」の確認のためと思われるチェックマークが付され

ている。

摘要欄の記帳は，まず，赤の下線を引いた借方勘定科目を左端に記し，その次の行に，書き出

しを少し右に寄せて小書きを記している。小書きが２行以上になる場合は，２行目以降の書き出

しをさらに右に寄せている。貸方勘定科目は行を変えて摘要欄の中央から右に記し，借方勘定科

目と同様に赤の下線を付している。小書きの位置は，貸方の場合も借方と同じ位置の書き出しと

なっている。金額欄の金額数値はアラビア数字であるが，小書きでは金額・物量ともに数値は定

位漢数字が使われている。

２．CASH BOOKの「附替」

「三井物産会社規則」で「正貨出納帳」と呼ばれている CASH BOOKは，仕訳帳を兼ねた現金

出納帳である。JOURNALとは異なり，CASH BOOKでは見開き２ページを用いて，左右両ペー

ジとも同じノンブルがふられ，見開き２ページを合わせて１「葉」としている（和書では１葉す

なわち表裏２ページを合わせて１丁とするが，それとは異なる）。《図表５》に，第１冊目の

CASH BOOKから（１８７６年７月から１８７７年１１月まで記録，全３２９葉＝６５８ページ。なお，三

井物産の CASH BOOKまたは CASHないし正貨出納帳は１８９７年下期のものまでほぼ揃って現

存），第９丁（葉）の部分である左右２ページを示す。

左側ページに入金取引を，右側ページに出金取引を記入（「附替」または「入記」）している。

したがって，取引ごとに個別に行われる（ただし「正金勘定」＝現金 a/cと「小払金勘定」＝小

口現金 a/cへは合計転記）LEDGERへの「登録」すなわち転記は，CASH BOOKの側左ページ

（入金欄）から LEDGERの相手勘定の貸方（右側ページ）に，CASH BOOKの右側ページ（出

金欄）から LEDGERの相手勘定の借方（左側ページ）へなされる。

入金・出金に関わりなく，両ページとも左から，元丁欄，日付欄，摘要欄，内訳金額欄，およ

び金額欄の順に配列されている。JOURNALとは異なり，摘要欄は勘定科目名の欄と小書きの欄
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を縦一重罫線で仕切っている。また，JOURNALとは異なって日付欄があるが，日付欄には日の

みを記入し，左ページ上の横二重罫線上部に，JOURNALと同じように，年・月が記載されてい

る。なお，右ページ上の横二重罫線上部には，「正貨出納勘定」と記載されている。「正貨出納

帳」ではなくて「正貨出納勘定」としているのは，現金取引の仕訳帳を兼ねているだけでなく，

LEDGERの「正金勘定」（現金 a/c）の補助元帳としての勘定でもあるという意味を込めてある

《図表５》三井物産会社の第１号現金仕訳帳（CASH BOOK，「ケーシブック」）の１８７６年９月末の一部分

CASH BOOK（左頁）

９

東京 明治九年 第九月

前葉ヨリ送り高 ９５，４６５９９５

� ８５ ２２ 諸 向 依 頼 勘定 京都府約定八月分製皮代ト〆中橋社ヨリ受取也 １０２６５４

� ８５ 〃 諸 向 依 頼 〃 青海平八郎エ四号紺絨五反此ヤール二百二拾
ヤール〇五分壱ヤールニ付一円四拾八銭
換ニシテ売代金請取也 ３２６３４０

� ８５ 〃 諸 向 依 頼 〃 青海平八郎依頼甲六号紺絨六反此ヤール百七十
九ヤル壱ヤールニ付八拾九銭換ニシテ売
代金請取也 １５９３１０

� ６３ ２５ 三 井 銀 行 〃 高橋屋エ絨代払為第三十号ノ手形ヲ以テ引出也 ２００ 〃

� ８５ 〃 諸 向 依 頼 〃 石炭油十一月限り七百箱売付之分買埋ニ付敷金
戻ル ２１０ 〃

� ８５ 〃 諸 向 依 頼 〃 仝上買埋ニ付益金百九円八十銭ノ内ヨリ口銭七
円七拾弐銭引残請取ル １０２１００

� ８５ 〃 諸 向 依 頼 〃 石炭油十月限弐百箱売付分買埋ニ付敷金商社ヨ
リ請取也 ６０ 〃

� ８５ 〃 諸 向 依 頼 〃 仝上買埋ニ付益金四拾九円八十銭ノ内ヨリ弐円
二十銭口銭引残金請取也 ４７６００

� ７７ ２６ 限 月 米 敷 金 〃 米五千石売付ノ分買埋ニ付敷金戻ル ３，０００ 〃

� ７７ 〃 限 月 米 敷 金 〃 米弐千五百廿五石買付ノ分売埋ニ付敷金戻ル １，５１２ 〃

� ９５ 〃 限 月 米 売 買 〃 商社九月限六千石売付分買埋ニ付益金千〇〇壱
円ノ内ヨリ口銭百七拾四円拾銭引残リ八
百廿六円六十銭ノ所去八月廿一日請取残
リ商社ヨリ受取也 ７６６６００

� ８５ ２７ 諸 向 依 頼 〃 京都府勧業場製皮二十二枚八月分此代価四十五
円七十六銭五厘内金六円八十六銭五厘壱
割五分益金引之残金中橋社ヨリ請取也 ３８９００

� ８５ 〃 諸 向 依 頼 〃 去九月廿五日長尾一上州平塚河岸エ出張セシ時
旅費トシテ拾円相渡シ置候内八円三十二
銭諸入費トシテ支払残金請取ル也但蚕種
紙用トシテ １６８０

� ６３ ２８ 三 井 銀 行 〃 洋銀買入用トシテ引出ス ５，０００

� ３ ３０ 小 払 金 〃 九月中諸入費支払残金トシテ請トル １４３３

� １ １０６，９９４６１２
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のだろうか。ちなみに，LEDGERの「正金勘定」には，後掲の図表６―１に示すように，毎月の

入金合計金額と出金合計金額が記載され，年度末に締め切られるだけである。

CASH BOOKは，両ページの記入とも最初の行に前葉からの繰越額を記入してから取引の仕

訳記録を始め，最後の行に次葉への繰越額を記入している。そして，毎月末に入金合計と入出金

の差引残高を集計し，左ページと右ページと貸借平均させて二重線で締め切っている。

《図表５》（続き）

CASH BOOK（右頁）

９

正 貨 出 納 勘 定

前葉ヨリ送り高 ８６，８１１７０２

�１２０ ２０ 三井組大元方 勘定 来ル明治十年ヨリ十年賦無利足ニテ借用スル金
弐万弐千九百円ノ端金七拾八円八拾壱銭
五リ正金ニテ三井組大元方エ返ス ７８８１５

� ８５ ２０ 諸 向 依 頼 〃 支那人徳澄ヨリ依頼ノ蚕種紙買入代トシテ同人
ヨリ受取シ分上州平塚河岸ニ在留ノ馬越
恭平□逓送ノ分長尾一エ相渡ス ８，０００ 〃

� ８５ 〃 諸 向 依 頼 〃 長尾上州エ出張ニ付旅費引当ノ渡也但蚕種紙用
トシテ １０

� ７７ ２１ 限 月 米 敷 金 〃 米九月限商社買付敷金トシテ半金又四郎エ渡也 ４５０ 〃

� ６３ ２２ 三 井 銀 行 〃 預ケ金トシテ払也 ６００ 〃

� ８５ ２５ 諸 向 依 頼 〃 青海平八郎依頼甲六号紺絨六反此ヤール百七拾
九ヤール壱ヤールニ付八拾五銭五厘換ニ
シテ高橋屋半兵衛エ払也 １５３０４５

� ３ 〃 小 払 金 〃 小払金引当ノ為トシテ務雑課払也 １０ 〃

� ７７ 〃 限 月 米 敷 金 〃 商社九月限七拾七枚買埋敷金トシテ同所エ渡也 ４６２ 〃

� ３ ２６ 小 払 金 〃 小払金引当トシテ雑務課エ渡也 １０ 〃

３０ 〃 ４０ 〃

� ８５ 〃 諸 向 依 頼 〃 支那人徳澄ヨリ依頼ノ蚕種紙八千八百枚手数料
会儀局エ払也 ８８ 〃

� ８５ 〃 諸 向 依 頼 〃 支那人徳澄ヨリ依頼ノ蚕種紙横浜迄ノ気車賃并
桟橋ヨリ木挽町会儀局迄運送船賃共払 １３８７２

� ８５ 〃 諸 向 依 頼 〃 仝上五拾枚ノ手数料会儀局エ払也 ５０１７０

� ６３ ２７ 三 井 銀 行 〃 預ケ金ノ内エトシテ払費 ５，０００ 〃

� ９７ ２８ 横浜三井銀行 〃 洋銀買入代トシテ横浜エ送ル ５，０００ 〃

� ８５ ２９ 諸 向 依 頼 〃 蚕種紙弐百九拾七枚之手数料トシテ会議局エ払 ２９７０

３０ 差引残リ高 ２２４０３８

� １ １０６，９９４６１２

（出所）「CASH BOOK」三井文庫所蔵資料 資料番号，物産６２１。
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３．LEDGERへの「登録」

三井物産会社の LEDGERは，冒頭に勘定科目についての ABC順の索引目次が付いていて

（ただし，C，E，L，P，Q，V，Xのページには記載なし），「秋田米買入勘定 １４７」「預リ金

〃 １８０，１８１，１８２，１８４，１８５」というように，各勘定が帳簿のどの葉（丁）に記載されている

かが示されている。

最初の LEDGERは「第壹号元帳」と称され，１８７６（明治９）年７月から１８７７年６月まで記録

されているが（「第貮号元帳」は１８７７年７月～１８７７年１２月。LEDGERないし元帳は１８７８年か

ら記載が年度＝暦年ごとになり，１９２２年＝大正１１のもの［物産１１８９］までほぼ揃って現存７），

その記入例のいくつかを《図表６》として掲げる（「第壹号元帳」の全ページ数は１２＋３１９葉＝
しようきん

６６２ページ）。《図表６―１》は「正 金勘定」（現金 a/c）の明治９年度分の全部，《図表６―２》が
こ ばらい

「小払金勘定」（小口現金 a/c）の同年度中の一部分，《図表６―３》の「不動産勘定」と《図表６―
かいいれ

４》の「家具勘定」は同年度分の全部，《図表６―５》が「諸買入勘定」の同年の最初の記入と終わ

りの部分，《図表６―６》が「未決算勘定」の借方側（左側ページ）の同年の終わりの部分，《図表
げんげつまい

６―７》が「限月米敷金勘定」の貸方側（右側ページ）の同年の一部分，《図表６―８》が「損益勘

定」の同年度分の全部である。

LEDGERは，CASH BOOKと同じく，見開き２ページを用いて，左右２ページを合わせて１

葉とし，左右両ページとも同じノンブルになっている。左ページが借方，右ページが貸方になっ

ていて，借方側・貸方側の両ページとも左から，日付欄，摘要欄，仕丁欄，金額欄の順に配列さ

れている。

日付欄は，CASH BOOKとは異なり，月の欄と日の欄を縦一重罫線で仕切って，月欄の冒頭

に年を記入している。金額欄には円と銭・厘とを区切る縦一重罫線を引き，日付欄および摘要欄

に記された「〃」の記号が繰り返し符号で，金額欄の「〃」がゼロ（０または０００）の代用であ

ることは，JOURNALや CASH BOOKと同様である（ただし，銭厘欄には〃が記されていない

こともある）。また，仕丁欄には転記元である JOURNALまたは CASH BOOKの丁（ページまた

は葉）数が記されている。

年度末に差引残高を計算し，貸借平均させて，左（貸方）ページと右（借方）ページの同行の

金額欄に合計額を記入し，赤で二重線を引いて締め切っている。左右どちらかのページに余白の

行があれば，余白を生じた側の摘要欄に赤の三角線を入れる。実在勘定の残高は，図表６―１から

図表６―５に示したように（図表６―２の「小払金勘定」を除く），仕訳を通さずに，次期に繰り越
しよむき

される。ただし，「諸買入勘定」と「諸向依頼売買勘定」は，勘定残高ではなく，個別項目ごと

に残高繰越をしている（図表６―６参照）。なお，この両勘定を除けば，図表１に掲げた「総勘定

書」（貸借対照表）に記載されている総ての科目の金額は，LEDGERの各勘定残高と一致する

（「諸買入勘定」と「諸向依頼売買勘定」の貸借対照表計上額は，「総勘定巨細書」＝附属明細書で

計算されたものと一致）。さて，損失および利益に関する勘定残高は，図表６―８に示した「損益
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勘定」の仕丁欄からわかるように，JOURNALを通して「損益勘定」に振り替えられる（JOUR-

NALの該当箇所は紙幅の都合から掲げず）。

「正金勘定」（現金 a/c。図表６―１）と「小払金勘定」（小口現金 a/c。図表６―２）は，前述のよ

うに，合計転記となっている。「正金勘定」は，おそらく，試算表を LEDGER１冊だけから作成

できるように設けられたのであろう。なお，LEDGERの同勘定は，CASH BOOKから転記され

たように，後者の元丁欄と前者の仕丁欄にそれぞれの丁（葉）数が記されているが，各月の入金

合計額と出金合計額は CASH BOOKのどこにも記載されていない。CASH BOOKを締め切った

合計額から期首現金残高を差し引いて入金合計額を計算し，同じく期末残高を差し引いて出金合

計額を算出しているものと思われる。

「損益勘定」（図表６―８）は，現代の簿記教科書で説明されているような収益の諸勘定と費用の

諸勘定とを振り替える勘定というよりも，他の各勘定で計算された利益と費用・損失とを振り替

えた文字通りの集合損益 a/cとなっている。なお，図表に掲げた明治九年（１８７６）の記入は，同

年１１月に吸収合併した旧三井組国産方の諸利益をいったん貸方に計上したが，「旧国産方損益勘

定」への修正振替が借方に記入されている。

その点を考慮して，図表６―３から６―６および６―８と資料２および図表２とを見比べてみれば，

「総勘定巨細書」（貸借対照表の附属明細書）の内容が LEDGERのものと一致することが理解で

きるであろう。

１ １
正 金 勘 定

明治九 明治九

第 七 月３１ 本月中諸方ヨリ受取高 c２ ５，７０２５３４第 七 月３１ 本月中諸方エ払高 c２ ５，６３９０５０

第 八 月３１ 仝上 c６ ２２８，１０９４７４第 八 月３１ 仝上 c６ ２２８，０６４０９４

第 九 月３０ 仝上 c９ １０６，８８５７４８第 九 月３０ 仝上 c９ １０６，７７０５７４

第 十 月３１ 仝上 c１５ １５７，０５５８９４第 十 月３１ 仝上 c１５ １５７，２１８２１３

第十一月３０ 仝上 c２１ ２１４，７０４３１４第十一月３０ 仝上 c２１ ２０８，６２１４１３

第十二月３１ 仝上 c３９ ２３３，４０５０２２第十二月３１ 仝上 c３９ ２３７，７８３６７７

〃 差引残金来十年第一月三日エ送ル 〃 １，７６５９６５

９４５，８６２９８６ ９４５，８６２９８６

明治十 明治十

第 一 月 ３ 先月ヨリ送リ高 １，７６５９６５第 一 月３１ 本月中諸方エ払高 c７５ ５１６，３５９３６９

３１ 本月中諸方ヨリ受取高 c７５ ５１４，９３１４９７第 二 月２８ 仝上 c９０ １８５，７０８１９８

第 二 月２８ 仝上 c９０ １８７，７６２６４６第 三 月３１ 仝上 c１０８ ３２１，０１３１７１

第 三 月３１ 仝上 c９１ ３２３，４０９２０１第 四 月３０ 仝上 c１３０ １９８，２８６７９７

第 四 月３０ 仝上 c１３０ １９４，０２７０５２第 五 月３１ 仝上 c１６１ ３０２，４１８９１８

第 五 月３１ 仝上 c１６１ ３０３，３１３３４３第 六 月３０ 仝上 c１９０ ３２９，３１６２５８

第 六 月３０ 仝上 c１９６ ３２８，７０７８５０ 〃 差引残金第貮号レジュル江送ル ８１４８４３

１，８５３，９１７５５４ １，８５３，９１７５５４

《図表６》三井物産会社の第１号元帳（LEDGER，「本帳」or「元帳」，１８７６年７月から１０年１１月）の諸勘定

《図表６―１》正金勘定の全ページ
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３ ３
小 払 金 勘 定

明治九 明治九

第 七 月 ４ 小払引当トシテ店方エ渡ス c１ ５０ 〃 第 七 月３１ 本月中諸入費ノタメ支払高 J１ ５５９９３８

１３ 仝上但シ月給引当トシテ 〃 １５ 〃 〃 同断残金トシテ正金ニテ受取ル c１ ５０６９

１４ 仝上 〃 ４４０ 〃 第 八 月３１ 本月中諸入費ノタメ支払高 J４ ７０１６２０

１８ 〃 １５ 〃 〃 同断残金トシテ正金ニテ受取ル c６ ４３３６４

〔中略〕 第 九 月３０ 本月中諸入費ノタメ支払高 J１６ ７１８５７６

２５ 仝上 c９ １０ 〃 〃 同断残金トシテ正金ニテ受取ル c９ １４３３

２６ 仝上 〃 ４０ 〃 第 十 月３１ 本月中諸入費ノタメ支払高 J３０ ６８２２６９

〔中略〕 〃 同断残金トシテ正金ニテ受取ル c１５ ７７３１

２０ 仝上 c１９ ５０ 〃 〔中略〕

第四葉江送ル ３，５２０ 第四葉江送ル ２，７２００００

２９ ２９
不 動 産 勘 定

明治九 明治九

第 九 月２５ 東京銀座四丁目拾六番地建家作代 J１３ ２，６４２６０１第 七 月１７ 新橋貸屋七月分家賃トシテ古谷龍三ヨリ請トル c１ ３ 〃

〃 東京築地壱丁目三番地西洋造家代 〃 ４００ 〃 第 十 月１４ 新橋貸屋八九十ノ三ヶ月分家賃古谷龍三ヨリ請トル c１１ ９ 〃

〃 東京柴口壱丁目弐番地建家之代 〃 ２１５ 〃 第十二月３１ 差引不動産ノ為ニ払タル金高改テ来一月エ送ル １２，１０７３７３

〃 東京木挽町九丁目弐拾四番地ノ石蔵代 〃 ３，５３０１２５

〃 東京兜町六番地西洋造家作代 〃 ４，０００ 〃

〃 横浜石川口四丁目四拾弐番地建家代 〃 ７３９８２９

第十一月２９ 新橋貸屋七八九十ノ四ヶ月請取アルヲ改テ地代并家賃勘定エ回ス J３７ １２ 〃

第十二月２３ 銀座四丁目拾六番地家屋九年分賦金東京府エ納ル c３２ １１２ 〃

仝九年分利子納ル 〃 ３３６６８

仝上用ニ付東京府エ上納金ノ手数料三井銀行エ戻 〃 〃３３０

３１ 兜町六番地家作修繕費金払 J５５ ２０６８２０

〃 東京越前堀島方家作代 J６５ ２２７ 〃

１２，１１９３７３ １２，１１９３７３

３１ ３１
家 具 勘 定

明治九 明治九

第 七 月２７ 宿直其外入用ノ蒲団上貮組中六組下壱組代伊半エ払 c１ ２３ 〃 第 七 月２７ 先収会社ヨリ買入ノ内蒲団五拾壱枚売払代金伊賀半ヨリ受取ル ３４４３７

第 八 月３１ 本月中店方ニテ家具買入代トシテ払 J４ ４９２９第十一月３０ 新報局用トシテ本月中ノ払高戻ル ２１２０

第 九 月２５ 先収会社ヨリ家具一式買入代トシテ払 J１３ １，９５１２６０第十二月２８ 横浜支店印刷代金立換ノ分正金ニテ請トル １７００

３０ 本月中家具買入代トシ払 J１６ ３０８０９ ３１ 差引残家具代金来十年一月エ送ル ２，２８０６８４

第 十 月３１ 仝上 J３０ ２１０１４

第十一月３０ 仝上 J４１ ２３３３８

第十二月 １ 旧国産方ニテ諸家具買入代 J４２ ２５７０８８

３１ 本月中家具買入代払高 J５５ ７５０３

２，３１８９４１ ２，３１８９４１

《図表６―２》小払金勘定の明治九年の一部

《図表６―３》不動産勘定の明治９年（１８７６）の部分

《図表６―４》家具勘定の明治９年（１８７６）の部分
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１４５ １４５
諸 買 入 勘 定

明治九 明治九

第十二月３１ 前葉ヨリ送り高 １１，９６７８９９第十二月３１ 前葉ヨリ送り高 ６，８２１５２２

〔中略〕

〃 上海ニテ買入米袋代金預之分来十年エ送ル但シ弐百弐拾葉 ５，３９８５６０ 〃 長崎支店ヨリ回リタル茶代金三千六百九拾円五拾六銭三厘内ヨ
リ入金三百八拾四円四拾四銭三厘引去り残金来十年エ送ル ３，３０６１２０

〃 目薬瓶先口之売残リ代金弐百六拾円拾七銭四厘内売上タル分ノ
代金弐百拾七円六拾六銭ヲ引去リ残代金来十年エ送ル ４２５１４

〃 生糸買入内金磯清五郎エ渡シタル分来十年エ送ル ５，５００ 〃

〃 肥後煙草（長崎支店ヨリ回リ）弐百丸代金并雑費来十年エ送ル １，０５５０９５

〃 毛縁貮口代金弐拾六円弐拾五銭ト四拾三円七拾六銭四厘来十年エ送ル ７００１４

〃 黒四ツ目釦六拾弐箱代金来十年エ送ル ８３９５

〃 黒ビジョー拾箱代金来十年エ送ル ２ 〃

〃 黒ホルク弐万組代金来十年エ送ル １２６００

〃 重丹見本壱ヤル分代金来十年エ送ル 〃９３０

紺絨弐ヤル半代金来十年エ送ル ９３７５

〃 浅黄絨四ヤル半（陸軍納）代金来十年エ送ル １７０１０

１７，４２８０４３ １７，４２８０４３

７０ ７７
未 決 算 （左ページ） （限月米売買敷金）勘 定 （右ページ）

明治九 明治九

〔中略〕 〔中略〕

第十二月 ７ 飯島松五郎静岡出張ニ付旅費貸渡ス c２４ ２０ 第十二月３１ 差引残敷金□戻分改テ来十年エ送ル

１９ 杉山左七茨城出張ニ付旅費引当渡ス c２９ ３０ 馬関三井銀行エ電信為換ヲ以テ送シ分 １，２００〃

〃 遠藤大三郎千葉出張ニ付旅費引当渡ス 〃 １５ 兜町米会所一月限リ六百丗枚買附敷金渡シタル分 ３，１５０〃

２２ 橋爪清久郎千葉行ニ付旅費引当渡ス c３１ ７ 仝上二月限リ百枚買附敷金渡シタル分 ５００〃 ４，８５０ 〃

２６ 益田新八山梨出張ニ付同断但シ去ル十二月六日 J５３ １５

〃 宮本新右ヱ門千葉出張ニ付同断但シ去ル十二月六日 〃 ５０

１，１９７４６３

《図表６―５》諸買入勘定の明治９年（１８７６）の年末の部分

《図表６―６》未決算勘定の明治９年（１８７６）十二月

の借方部分

《図表６―７》限月米敷金勘定の明治９年（１８７６）の

貸方の一部分
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Ⅵ．おわりに

以上みてきたように，１８７６年（明治９）７月１日設立の三井物産会社の初期における帳簿組織

は，英国から輸入された革表紙の帳簿を用い，現金取引を仕訳する CASH BOOKと，非現金取

引を仕訳する JOURNALと，それらから転記される LEDGERの３つが主要簿であった。伝票と

補助簿が利用されたと考えられるが，現存資料からそれらを確認することはできない。締切方法

は，損益振替などは仕訳を通す現在の大陸法と同様で，残高の次期繰越は仕訳も通さず残高勘定

も設けない英米法と同様である。

三井物産会社の前身の先収会社も CASH，JOURNAL，および LEDGERを用いる同様の帳簿組

織であったので（ただし，初年度の記帳は総て英文），三井物産の簿記会計制度は，先収会社か

ら他の業務や人員とともに引き継いだものと思われる。先収会社の頭取で三井物産の初代社長と

なった益田孝によって両社の簿記会計制度が整備されたのであろうか。また，副社長の木村正幹

も記帳実務を担当したのであろうか８。先収会社の帳簿組織は，英語が堪能で米国商館の勤務経

験のある益田が整備して，自ら英文の帳簿を記帳したのかもしれない（先収会社の帳簿記入が英

１７７ １７７
損 益 勘 定

明治九 明治九

第十二月３１ 旧国産方取扱中之諸課益金高改テ旧国産方損益勘定エ回ス 第十二月 １ 旧国産方取扱中荷物方益金高 J４４ ２，０３１０１９

荷物方益金高 ２，０３１０１９ 〃 同上 〃 米方益金高 〃 ２，０３１１８７

唐物方 〃 １，０７７０６９ 〃 同上 〃 諸産益金高 〃 １８７１０４

米 方 〃 ２，０３１１８７ 〃 同上 〃 荷為換手数料受取高 〃 １８４８０

諸 産 〃 １８７１０４ 〃 同上 〃 唐物方益金高５３４４８５９ 〃 １，０７７０６９

荷為換手数料 １８４８０ J６２ ５，３４４８５９ ４ 山一組銑鉄売出シノ益金トシテ受取ル c２２ １２８３３

〃 旧国産方取扱中之諸課雑費払高損金ニ立ル分下ニ記ス如シ ３１ 絨買入 益金 J６６ ８２６９５

雑 費 ６３４４１１ 〃 洋銀売買 〃 〃 １，１７７５３９

賄 費 ５１５５８ 〃 限月米売買 〃 〃 １，２６６４６１

地 代 １６２９６１ 〃 絨諸懸リ 〃 〃 ２，０８５０７６

人力車賃 ７１５３７ 〃 米金地 〃 〃 ５７８８１６

郵便税 １３０７３ 〃 口銭請取高 〃 〃 ３４９７２７

電信料 ３１０６０ 〃 秩禄公債証書利子 〃 〃 ２８００００

旅 費 ７２８５８ 〃 諸買入 〃 〃 ４４４１２

車力賃 １８２３ 〃 島 方 〃 〃 １７０７４５

接待費 ５４３３０ 〃 荷物方 〃 〃 １８６２５８

月 給 ２，９２５１５７ 〃 陸軍省納メ蒸気機器ノ益金 〃 １５９２１９

印紙税 ２３９２０ 〃 勧商局茶勘定（諸向依頼）〃 〃 ８４７２０

人足賃 ３４７２ J６５ ４，０４６１６０ 〃 預ケ合金利息之益金高 J６７ ９９２８９２

〃 蚕種紙買入之損金 J６７ ２，０６５０７５ 〃 秩禄公債証書残リ利子付面高八百五拾円ノ九年分利足請トル J７７ ６８

〃 利息払高ト請取高ト差引不足金 〃 １，０１６７８８ 〃 沈没米ノ内濡米売却代金トシテ受取ル 〃 ４９３６９５

〃 蚕種紙買入之損金エ追加但横浜ニテ売却ノ
節商館エ払タル賃料支店ニテ立換ノ分払

J７１ ４０２５０ 〃 九州表ニテ買入米大蔵省エ売上古米三万〇〇弐拾八石貮斗五升五合同古
米弐千百八拾弐石七斗七升四合并ニ新米弐万〇四百五拾四石四斗ノ
売買益金高壱万五千七百六拾弐円弐拾壱銭七厘ノ半高益金ナリ

J７８ ６，３８１１０９

〃 蚕種紙局エ横浜入費分金払 J７２ １９９１６
〃 同上米代金并ニ諸入費トシテ大蔵省ヨリ合高弐拾三万七千百五拾九円〇

九銭六厘ノ千分ノ三割ヲ以テ口銭トシテ長崎支店へ渡スベキ高ナリ
〃 ７１１４７７〃 本年中貸金ノ内滞金エ引当トシテ別段預リ置クニ付益ノ内ヨリ出ス J７８ ５００ 〃

〃 本年中三池勘定差引残金損金ニ立ル J７９ １２９２０５
〃 貮号買入新九州米貮万〇四百五拾四石四斗運送賃増払壱

石ニ付三銭ノ割ヲ以テ長崎店江渡スベキ分益金ニ立ル
〃 ６１３６３２〃 差引純益金来十年エ送ル ７，９２１９１２

２１，０８４１６５ ２１，０８４１６５

《図表６―８》損益勘定の明治９年（１８７６）の部分

（出所）「LEDGER（第壱号元帳）」三井文庫所蔵資料資料番号，物産６８９。
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文から邦文に変わっているのは記帳者が変わったためだろうか）。しかし，三井物産創立時の約

２ヵ月，益田はほとんど席の温まる間もなく出張していたので（由井［２００７］２３１頁），記帳する

時間はもてなかったであろう。木村が，「膨大な会社創立にかかわるペーパーワークの作業」（由

井［２００７］２３１頁）の一つとして，簿記会計制度を整えたのかもしれない。

ただ，「三井物産会社規則」は設立前の６月に制定されているから，会計システム自体は開業

前に整っていたのであろう。また，創業当初の三井物産は慶応出身者が活躍したといわれるの

で，慶応出身の荘田平五郎を迎えて洋式複式簿記による簿記会計制度を確立した三菱のように

（山口［２０１２］４１３―４２０頁），三井物産の「勘定方」も慶応出身者から人を得たのかもしれない

（創業時の三井物産の帳簿には少なくとも２つ以上の筆跡が認められるので，記帳担当者は複数

であったと考えられる）。

想像を逞しくすることは歴史研究には禁物であろうが，上の疑問を解明できれば，明治期にお

ける簿記会計近代化の実態がより明らかになるであろう。今後の課題としたい。

注

１ 原文横書きのものを縦書きに改め，かなづかいは現代かなづかいにし（カタカナは，外来語等を除き原

則として，ひらがなに直した），漢字の字体は，常用漢字や一般通行の字体に改め，また，惣，換などい

くつかの漢字はそれぞれ総，替などに統一した。代名詞，副詞，接続詞，助詞，助動詞で漢字体使用のも

のは，原則として，ひらがなに改めた。濁音表記のないものには濁点を付し，難読字にはルビを振り，句

読点を補った。誤字・宛字・脱字・過字等は原資料通りとし，「ママ」などのルビを振った。

２ １８７６年末においては，図表１に示したように，三井銀行勘定の残高は１１，８００円，三井銀行勘定流質勘

定の残高は１，８０８円余であったが，その外に，預リ金勘定の中に５０１円余と４５，０００円との三井銀行から

の預リ金が含まれている。また，図表３に示したように，第一国立銀行当座預ケ金勘定残高は０であっ

た。

３ 三井組大元方が現金で融資したわけではなく，三井物産会社が先収会社から引き継いだ不動産，家具，

および抵当付前貸金の合計２２，９７８円８１銭５厘之代金を大元方が肩代わりし，それを三井物産の大元方か

らの借入金とし，端数の７８円８１銭５厘は現金で大元方に戻している（本稿・図表４，図表５，三井文庫

［１９８０］２５１頁）。

４ 当時の西洋紙の帳簿やペン・インクは高価な輸入品であった（西川孝［１９７１］２２５頁）。久野［１９７４］９

頁によれば，１８８１年（明治１４）に図師民喜は，「西洋帳簿は却て経費の冗を増し，煩手の多を致すのみと

云う説を駁せんと」して次のように述べている。「多冗の入費を要すとは蓋し品質上等の用紙を用い，加

うるに立派なる表装を加うるを云うなるべし。しかれども西洋帳も必ず立派なる表紙を用いるにも及ばざ

るなり。もし中等の和製洋紙を用い，日本帳簿の如き粗雑なる表紙を用いて製本すれば，何ぞ又多分の入

費を要するを患えん。」（孫引きの筆者＝西川がカタカナをひらがなに直し，句読点を振った）。

なお，洋装本は，「人力車や女学生の袴スタイルなど同じく「文明開化の発明品」」で，「つまり，明治

初期に欧米の革装丁の洋書に出会った印刷・製本・出版業者がそれを解体・分解して構造を徹底研究した

あげく，これに日本的要素を加えて（例えば表紙の革を紙や布に換えて）作り上げた「擬洋風」の本であ

り，「洋装本」という言葉の通り，和本とも，また欧米の仮綴本とも革装丁本とも異なる和洋折衷のハイ

ブリッド本なのである」といわれる（鹿島［２０１２］５９頁）。

ちなみに，『帳合之法』や『銀行簿記精法』をはじめ，刊行の簿記書のほとんどが和装本である。市販
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簿記テキストでは１８７８年（明治１１）の藤井清『和欧帳面くらべ』および森島修太郎（訳）『三菱商業学

校 簿記学例題 完』が洋装本の刊行として早いものであろう。西川孝治郎によれば，『銀行簿記精法』

には洋綴じの１冊本もあるとのことだが（西川孝［１９８２］１７頁），革装丁本か仮綴本か洋装本かは不明。

５ 麻島昭一は，三井文庫に現存する三井物産会社の明治期の決算報告書の総てを，それらの史料の名称が

一定していないこと考慮して（外題と内題の異なる史料もある），報告書の内容ごとに整理した決算報告

書リストを作成している（麻島［２０１１］）。

６ 第一国立銀行の第１期末貸借対照表は，大蔵省・紙幣寮に提出した横書き（漢数字による位取り記数

法），勘定式の「第一国立銀行半季實際報告」では負債資本の部である「貸方」（右側）が「株金」・「本社

紙幣流通高」・「預金」・「借金」・「抵當金」・「純益金」に区分され，新聞に公告された縦書き報告式の（漢

数字の位取り記数法）「第一国立銀行明治九年上半季決算報告」では「借方 銀行ノ負債義務ニ屬スル

分」（無区分）の末尾近くに（「貯蓄金」，「滞貸抵當」，および「當半季純益金」の前）「株金」が掲げられ

ている（片野［１９６８］３８，４２―４３頁）。明治１０年の「國立銀行報告差出方規則附録」の雛形（横書き・勘

定式・アラビア数字使用）では「借方」（左側）が，「政府ヨリ借」・「人民ヨリ借」・「他店ヨリ借」・「補正

勘定」・「株主ヨリ借」・「損益勘定」に区分されていて（片野［１９６８］５１頁），三井銀行の１８８０年（明治

１３）上期末の「半季實際報告」も，漢数字を用いていることと「補正勘定」がなくて「株主ヨリ借」が

「株主勘定」に代わっていることを除けば，この雛形に従っている（日本銀行［１９５７］附録４５８頁）。時代

は少し下るが，１８８６年（明治１９）上期末の縦書き勘定式の「日本郵船会社資産負債勘定」は，下段側の

無区分の「負債ノ部」の冒頭に「株式勘定」がある（久野［１９８７］１８４頁）。

７ 麻島昭一は，重くて嵩張り，出納の大変な元帳を利用する研究者の便のために，三井文庫に現存する膨

大な量の三井物産の総ての元帳を須賀博樹とともに悉皆調査して，それらの各元帳に設けられた総ての勘

定を網羅したリストを作成している（麻島［２００９］）。

８ １８８１年（明治１４）の創立時から伝票式の複式簿記を採用した小野田セメントの創立者である笠井順八

と，三井物産の木村が似たような経歴を有するのは偶然だろうか。同社の社史によれば，笠井は，長州藩

の財務等を掌る役職を経て，山口県会計大属となり，勧業局主任に転じ，また，小野田セメント設立時か

らの会計担当者であった大谷正三が県庁の会計主任であった（小野田セメント［１９５２］１８０―１８２頁）。一

方，木村は長州藩士時代に藩役所で経理事務に終始し，維新後は京都府の大属，勧業掛となった（由井

［２００７］２２３頁）。
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（神戸大学大学院 ２００９年月）

津村怜花［２０１０］「『馬耳蘇氏記簿法』および『馬耳蘇氏複式記簿法』に関する一考察」『日本簿記学会年

報』第２５号

長井實（編）［１９３９］『自叙�田孝翁傳』長井實
西川孝治郎［１９６７］「三菱の発祥と複式簿記」『商学集志』第３６巻第２・３号（日本大学 １９６７年４月）

西川孝治郎［１９７１］『日本簿記史談』同文舘

西川孝治郎［１９８２］『日本簿記学生成史』

「西川孝治郎氏論文リスト」http://www.lib.hit-u.ac.jp/service/tenji/k15/nishikawaronbun.html

西川登［１９９６］「社史に見る西洋式簿記の導入」『商経論叢』第３１巻第３号（神奈川大学 １９９６年３月）

日本銀行調査局（編）［１９５７］『日本金融史資料 明治大正編 第３巻 銀行全書』大蔵省印刷局

久野秀男［１９７０］「三菱会社初期の会計制度―その沿革と問題点―」『學習院大學經濟論集』第７巻第１号

（学習院大学 １９７０年６月）

久野秀男［１９７４］「日本近代会計成立史論考（１）」『學習院大學經濟論集』第１０巻第４号（１９７４年３月）

久野秀男［１９７４］「日本近代会計成立史論考（２）」『學習院大學經濟論集』第１１巻第２号（１９７４年１０月）

久野秀男［１９７５］「日本近代会計成立史論考（３）」『學習院大學經濟論集』第１１巻第４号（１９７５年３月）

久野秀男［１９７６］「日本近代会計成立史論考（４）」『學習院大學經濟論集』第１３巻第１号（１９７６年９月）

久野秀男［１９８７］『わが国財務諸表制度生成史の研究』学習院大学

久野秀男［１９９２］『会計制度史比較研究』学習院大学

ブライヤント，スタラットン（著），�澤諭吉（訳）［１８７３］『帳合之法 巻之一』２冊，慶應義塾出版局

ブライヤント，スタラットン（著），�澤諭吉（訳）［１８７４］『帳合之法 巻之二』２冊，慶應義塾出版局

（西川孝治郎編集解説の明治６～７年刊の合本複製あり，『復刻叢書 簿記ことはじめ〈１〉』雄松堂書

店，１９７９）

三井文庫（編）［１９７４］『三井事業史 資料篇三』三井文庫

三井文庫（編）［１９８０］『三井事業史 本篇第二巻』三井文庫

山口不二夫［１９９８］『日本郵船会計史：財務会計篇』白桃書房

山口不二夫［２００７］「三菱商会１８７３年の廻漕会計表と運賃勘定」『三菱史料館論集』第８号

山口不二夫［２００８］「三菱１８７４年の各船舶の収支勘定書」『三菱史料館論集』第９号

山口不二夫［２０１２a］「三菱簿記法制定以前の三菱の会計―三菱・日本郵船の会計発展の源流―」千葉準

一・中野常男（責任編集）『体系 現代会計学［第８巻］会計と会計学の歴史』中央経済社

山口不二夫［２０１２b］「三菱簿記法以前の三菱の和式帳簿１８７２年から１８７５年」『会計史学会年報』第３０号

（２０１１年度）

由井常彦［２００７］「明治期三井物産の経営者―木村正幹，馬越恭平，上田安三郎，渡辺専次郎について―」
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『三井文庫論叢』第４１号

三井文庫所蔵資料

「先收會社規則」（資料番号，物産２１４―２）

「三井物産會社規則」（同，追７６５―１）

「明治九年第十二月丗一日 惣勘定書 東京三井物産会社 元方・会計方」（物産５２８―１）

「冩 明治九年度惣勘定書 東京三井物産會社」（物産５２８―２）

「貸之部 明治十年總勘定明細書」（物産５２９―１）

「借之部 明治十年總勘定明細書」（物産５２９―２）

「明治十年中損益勘定」（物産５２９―３）

「第壹号 十年損益勘定明細書ノ内 明治十年中諸品賣買口銭勘定」（物産５２９―４）

「第貮号 十年損益勘定明細書ノ内 明治十年中諸品賣買損益勘定」（物産５２９―５）

「CASH（先收會社 明治七～九年）」（物産６１７）

「JOURNAL（先收會社 明治七～九年）」（物産６１８）

「LEDGER（先收會社 明治七～九年）」（物産６２０）

「CASH BOOK（三井物産會社 明治九年七月～十年十一月）」（物産６２１）

「JOURNAL（三井物産會社 明治九年七月～十一年九月）」（物産６６２）

「LEDGER（三井物産會社 第壹号元帳 明治九年七月～十年六月）」（物産６８９）

付記

本稿作成の過程で，飯野幸江先生，岡村勝義先生，北浦貴士先生，白坂亨先生，高橋伸子先生，津村怜

花先生，橋本寿哉先生，山田ひとみ先生，吉川直希先生，山口不二夫先生より有益な助言・コメントを頂

きました。ここに記して感謝の意を表します。
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